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小生の講義も、余すところあと２回になりました。 

最終日（１月 26 日）24 時までに、A4 で 5 枚以内のレポートを片木宛、メールで提出

してください（第１回講義資料又は下記ホームページ参照）。 

http://www.f.waseda.jp/katagi/bunkenronB.html 

 

次回までに、 

（討論資料）共助社会づくり懇談会「共助社会づくりの推進について～新たな『つなが

り』の構築を目指して～（要約）」（平成 27 年３月）（別添 PDF） 

（最後に掲載）を読んで研究しておくこと。 

 

http://www.f.waseda.jp/katagi/bunkenronB.html


１ 「地域力強化検討会最終とりまとめ」（平成 29 年９月 12 日）の概要～地域共生社会の実現に向けた新たなステージ

へ～ 

 
【出典：厚生労働省 HP「政策について > 審議会・研究会等 > 社会・援護局（社会）が実施する検討会等 > 地域における住民主体の課題解決力強化・相談支援体

制の在り方に関する検討会（地域力強化検討会） > 「地域における住民主体の課題解決力強化・相談支援体制の在り方に関する検討会（地域力強化検討会）」の最

終とりまとめを公表します」「○最終とりまとめ概要」】
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２ ソーシャル・キャピタル 

 

2.1  ソーシャル・キャピタル 

 

パットナム『Making Democracy Work』  （1993 年；邦題「哲学する民主主義」）

が指摘したイタリア州政府の制度パフォーマンスとソーシャル・キャピタル 

 

＊ ソーシャル・キャピタル＝人々の協調行動を活発にすることによって社会の効率性を

高めることのできる、「信頼」「規範」「ネットワーク」といった社会組織の特徴（ロバ

ート・パットナム）                       

【出典：平成 21 年 3 月、総務省消防庁「災害対応能力の維持向上のための地域コミュニ

ティのあり方に関する検討会」報告書】 

 

2.2  ソーシャル・キャピタルと市民活動の好循環 
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付注２－２－２ ソーシャル・キャピタル指数の試算 

 

 「ソーシャル・キャピタル：豊かな人間関係と市民活動の好循環を求めて」（2003 年）

では、ソーシャル・キャピタルの定量的把握を行うため、次の方法によってソーシャル・

キャピタル指数を試算している。 

① まず、ソーシャル・キャピタルの三つの構成要素に該当する個別指標について、アン

ケート調査項目等から、都道府県データとしての有効性等を検討した上で、採用個別指

標をリストアップした（下図）。 

② 次に、各個別指標を相互比較が可能なように基準化（平均を０、標準偏差と分散を１

となるように標準化）した後、三要素それぞれについて採用する個別指標の単純平均を

とり、これをそれぞれの構成要素の「指数」とした。 

③ さらに、三構成要素それぞれの指数値の単純平均をとったものを「統合指数」とした。 
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図 各構成要素における個別指標 

 

 本白書では、この「統合指数」を用いて、「刑法犯認知件数（人口千人当たり）」および

「合計特殊出生率」との関係を都道府県別にみたものである。 

 

【出典：内閣府 HP「 白書等 ＞ 【国民生活白書のページへ】」、「平成 19年版 国民生活

白書―つながりが築く豊かな国民生活―」「第 2 章地域のつながり」、「地域のつながりの

変化による影響」による。）】 
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2.3  ソーシャル・キャピタルと地域力 

 

 

【出典：北海道知事政策部「平成 17 年度アカデミー政策研究 ソーシャルキャピタルの

醸成と地域力の向上－信頼の絆で支える北海道－」 （概要版）】 

 

2.4  地域力と「新しい公共」(北海道 HP) 

 

【出典：北海道知事政策部「平成 17 年度アカデミー政策研究 ソーシャルキャピタルの

醸成と地域力の向上－信頼の絆で支える北海道－」（全編）】 
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３ 町内会・自治会 ― 地縁団体 

3.1 認可地縁団体制度の概要 

 

 

【出典：総務省 HP「組織案内 > 研究会等 > 地域自治組織のあり方に関する研究会 > 地

域自治組織のあり方に関する研究会（第 4 回）」（平成 29 年 2 月 14 日）「資料 3 参考資

料」】 
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3.2 地縁による団体の認可事務の状況等に関する調査結果（抄） 
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【出典：総務省 HP「組織案内 > 研究会等 > 地域自治組織のあり方に関する研究会 > 地

域自治組織のあり方に関する研究会（第 4 回）」（平成 29 年 2 月 14 日）「資料 3 参考資

料」】 
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3.3 都市部のコミュニティの現状と課題 

 

 
【出典：総務省 HP「組織案内 > 研究会等 > 地域自治組織のあり方に関する研究会 > 地域自治組織のあり方に関する研究会（第 1 回）」（平

成 28年 12月 22日開催）「配布資料 2 都市圏のコミュニティの現状と課題」】 
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４ 地縁団体の権利能力取得制度(地方自治法第 260条の 2、平成 3年改正) 

(1) 地縁による団体 

 「自治会、町内会等の町又は字の区域その他市町村内の一定の地域に住所を有

する者の地縁に基づいて形成された団体で、その区域の住民相互の連絡を行う等

良好な地域社会の維持および形成に資する多様な活動を行うことを目的とするも

の」（地方自治法§260 の２①）。 

 (2) 認可を受けた地縁による団体の権利能力 

 地縁による団体は、地域的な共同活動のため不動産又は不動産に関する権利等

を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の'範囲

内において、権利を有し、義務を負う。 

→ 法律上の権利義務の主体となり、認可地縁団体は法人格を有する。 

(3) 認可要件 

① その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地

域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現

にその活動を行っていると認められること 

② その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められているこ

と 

③ その区域に住所を有する全ての個人は、構成員となることができるものと

し、その相当数の者が現に構成員になっていること 

④ 規約を定めていること 

 ※規約に定める事項 

   目的、名称、区域、事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、

代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項 

(4) 認可を受けた地縁による団体の性格 

  公共的な性格を有する私法人 

         → 住民による自発的団体としての性格は変わらない。 

 ○ 市町村長の認可は、公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味す

るものではない。 

 ○ 正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではい

けない。 

 ○ 民主的な運営の下に、自主的に行動するものとし、構成員に対し差別的扱

いをしてはならない。 

 ○ 特定の政党のために利用してはならない。 

 ○ 認可を受けた地縁による団体には、民法の規定が準用されているが、民法

第 67条は準用されておらず、市町村長の一般的監督権限はない。 

 ○ 地縁による団体の課税関係は、権利能力取得の前後で同一。 
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５ ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人） 

5.1 特定非営利活動法人制度 

 

 

 

 

 

【出典：内閣府 NPO ホームページ「パンフレット・手引きリーフレット」「特定非営利

活動法人制度のしくみ」(平成 24年２月、リーフレット)】 
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5.2 認証 NPO法人と認定 NPO法人 

5.2.1 認証 NPO 法人 

 

5.2.2 認定 NPO 法人 
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【以上、出典：内閣府 NPO ホームページ「パンフレット・手引きリーフレット」「特定

非営利活動法人制度のしくみ」(平成 24年２月、リーフレット)】 

 

5.3 特定非営利活動法人の認定数の推移 

 

認定数は平成 23 年改正法の施行（平成 24 年４月１日）後急速に増加。今後も着実

な増加が期待される。 

   所轄庁認定 1,056件(認定 962件、特例認定 94件(平成 29年 11月 30日現在))。 

 

【出典：内閣府 NPO・ＨＰ「NPO 基礎情報  統計情報  認証・認定数の遷移」H.29.1.２】 

 

 


